
令和８年度の主な改定内容

改定率
改定後

使用料等
市外利用者
割増適用後

年間影響額

1 更生保護会館 - -  大会議室（全日） 4,370円 200% 8,740円 13,110円 0千円

2 障害者福祉会館 ○ -
 大会議室（１時間あたり）
（障害者以外）

860円 200% 1,720円 2,580円 0千円

3 総合福祉センター ○ -  会議室（全日） 3,990円 130%
6,210円

（5,180円）
市外の者は使
用許可対象外

23千円

4 大清水地域福祉センター ○ -  会議室（全日） 3,020円 200%
6,900円

（6,040円）
市外の者は使
用許可対象外

46千円

5 牟呂地域福祉センター ○ -  会議室（全日） 2,770円 130%
4,100円

（3,590円）
市外の者は使
用許可対象外

0千円

6 市営墓地 - -
梅田川霊苑
（１平方メートル当たり）

200,000円 110% 220,000円
市外の者は使
用許可対象外

1,829千円

7 青少年センター ○ -  体育室（スポーツ・全日） 5,200円 200%
12,280円

（10,400円）
24,560円 2,299千円

8 少年自然の家 - -  宿泊室（大人・１人） 550円 200% 1,100円 2,200円 79千円

9 野外教育センター - -  宿泊室（大人・１人） 550円 200% 1,100円 2,200円 47千円

10 校区市民館（50館） ○ -  和室（前芝以外・全日） 4,120円 200%
9,720円

（8,240円）

対象外
（必需性中間・
市場性中間）

799千円

11 生涯学習センター（22館） ○ -  和室（豊城・全日） 3,960円 140%
6,630円

（5,530円）

対象外
（必需性中間・
市場性中間）

11,125千円

12 こども未来館（貸室） ○ ○  研修室（全面・全日） 9,180円 130%
13,030円

（11,910円）
19,540円 465千円

13 保健センター - -  講堂（全日） 21,940円 170%
40,660円

（37,280円）
60,990円 200千円

14
視聴覚教育センター
（プラネタリウム）

- -
 プラネタリウム観覧料
 （大人・個人）

300円 200% 600円 対象外
（入場料）

4,105千円

15
視聴覚教育センター
（研修室）

- -  第１研修室（全日） 11,800円 200%
27,530円

（23,600円）
41,290円 48千円

16 自然史博物館（貸室） - -  講堂（全日） 7,660円 190%
16,760円

（14,540円）
25,140円 7千円

17
自然史博物館
（大型映像）

- -
 大型映像観覧料
 （大人・個人）

1,000円 120% 1,200円 対象外
（入場料）

1,717千円

18 中央図書館 - -  集会室（全日） 6,480円 140%
10,120円
（9,060円）

15,180円 5千円

19 まちなか図書館 - -
インターナショナルスペース
（全面・全日）

13,300円 200%
31,910円

（26,600円）
47,860円 76千円

20 まちなか広場 - -
多目的空間
（全面・土日祝日）

23,100円 - 23,100円 34,650円 -

21 美術博物館（展示室） - - 講義室（全日） 7,660円 -
8,780円

（7,660円）
13,170円 -

22 美術博物館（展覧会） - -
 企画展観覧料
 （一般・個人）上限

1,500円 130% 1,950円 対象外
（入場料）

3,374千円

23 二川本陣資料館 - -
 入館料
 （一般・個人）

400円 120% 500円 対象外
（入場料）

666千円

24 商家「駒屋」 ○ -  主屋（全日） 5,820円 200%
13,300円

（11,640円）
19,950円 431千円

約27,000千円

・改定率は、基本的な考え方に基づき、激変緩和措置を適用
・影響額は、令和６年度決算状況を基に算出したもの
・改定後使用料等の（　）内は、連続使用時の隙間時間料金の加算をしない場合の金額
・改定率が「-」になっている施設については、基本の使用料は据え置くが、連続使用時におけ
　る隙間時間使用料及び市外利用者割増料金の設定は実施
・色付きの施設については、現行条例において市外利用者割増料金について規定済み

（参考）
・近隣の類似施設の状況を踏まえ、現行使用料を据え置いた施設

こども未来館（まち空間・駐車場）、美術博物館（展示室）、豊橋駅東口自転車等駐車場、
豊橋駅西口自転車等駐車場、二川駅南口自転車等駐車場
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